
令和3年度
熊本市多核連携都市推進協議会

R4 . 3 . 18（金）11:00～
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資料⑤



はじめに

○ 令和2年度、“施策展開の方向性等の盛込み”や“防災視点の強化” を図るため計画を改定。
○ 多核連携都市の実現に向け、「熊本市立地適正化計画（H28）」を策定。

〇 令和5年度には、改めて、5つの評価指標※に関する調査・分析及び評価などを実施予定

⇒ 今年度は、令和2年度から着手した地域拠点の拠点性維持・拡充に関する
進捗状況などについて報告し、ご意見をいただくもの。 2



本日の議題

１. 評価指標等に関する現状について

２. 地域拠点の拠点性維持・拡充に関する
進捗状況について
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【参考①】立地適正化計画を推進する取組
【参考②】各地域拠点における取組及びカルテ

３. その他



1. 評価指標等に関する現状について
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○ 平成27年から減少傾向。
○ 人口減少地域(下図青色系)は、郊外部に多く見られ、地域生活圏全体の暮らしやすさ

を維持するためにも、都市機能の維持・確保や居住誘導区域の人口密度維持が重要。

１.評価指標等に関する現状について

5

(0)市域全体の人口動向(0)市域全体の人口動向

【参考】H27-R2での人口増減（校区別）

H27 H28 H29 H30 R1 R2
R3

（R3.10住基）

実
績
値

733,453 733,720 733,467 733,313 732,543 731,833

　調査年(各年10月時点住基データより算出)

【参考】市域全域の人口
　　　（単位:人）

734,719

※各年10月の住基データより
熊本市の人口推移及び将来推計人口（年齢3区分別）

【参考】市域全体の人口数（住民基本台帳ベース）

(-1266) (+267) (-253) (-154) (-770) (-710)



⑴居住誘導に関する評価指標の現状⑴居住誘導に関する評価指標の現状

○ 参考として住基ベースで実績値を調査した結果、人口数及び人口密度は微減の傾向
であるものの、市全域と比べ減少幅は小さい。

１.評価指標等に関する現状について
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【参考】居住誘導区域の人口密度(住民基本台帳ベース)

指標① 居住誘導区域の人口密度(国勢調査ベース)

○ H31実績（H27国調）は、H31目標値と比較し、約2.5％向上（60.8→62.3(人/ha)）
→ R2国調に基づく実績値は、人口詳細データが公表され次第調査予定。

H27 H28 H29 H30 R1 R2
R3

（R3.10住基）

実
績
値

60.5
(357,042人)

60.6
(357,840人)

60.5
(357,433人)

60.4
(356,639人)

60.4
(356,371人)

60.3
(356,296人)

　調査年（各年10月時点住基データより）

60.7
(358,537人)

【参考】居住誘導区域
　　　　 の人口密度
　　　（単位:人/ha）

(-1495) (+798) (-407) (-794) (-268) (-75)

H27
（H22国勢調査より）

H31
（H27国勢調査より）

R5
（R2国勢調査より）

目
標
値

60.8 60.8
実
績
値

62.3
R5評価時にR2国勢調査
結果に基づき算出予定

　調査・分析及び評価年

居住誘導区域の人口密度
　
　　　（単位:人/ha）

基
準
値

60.8

　基準年



H27 H31 R3 H27とR3の増減 H27 H31 R3 H27とR3の増減

1 植木地区 2,208 2,194 2,154 -54 14.4 14.3 14.1 -0.4
2 北部地区 3,453 3,430 3,343 -110 14.6 14.5 14.2 -0.5
3 楠・武蔵ヶ丘地区 24,719 24,525 24,725 6 49.5 49.1 49.5 0.0
4 八景水谷・清水亀井地区 24,052 23,198 22,738 -1,314 37.0 35.7 35.0 -2.0
5 子飼地区 40,729 41,391 40,914 185 71.2 72.4 71.5 0.3
6 ⾧嶺地区 20,418 20,018 19,500 -918 27.0 26.4 25.8 -1.2
7 水前寺・九品寺地区 43,689 44,354 43,930 241 53.1 54.0 53.4 0.3
8 健軍地区 25,106 24,297 23,747 -1,359 41.2 39.9 39.0 -2.2
9 平成・南熊本地区 33,986 34,286 35,172 1,186 58.0 58.5 59.2 1.2
10 刈草地区 13,666 13,954 14,059 393 52.0 53.1 53.5 1.5
11 富合地区 606 698 808 202 11.4 13.2 15.2 3.8
12 城南地区 2,156 2,379 2,444 288 18.0 19.8 20.4 2.4
13 川尻地区 6,587 6,486 6,446 -141 47.1 46.3 46.0 -1.0
14 城山地区 11,740 11,506 11,848 108 25.9 25.4 26.2 0.2
15 上熊本地区 18,975 18,564 19,112 137 63.9 62.5 64.4 0.5
16 中心市街地 32,943 33,137 33,914 971 61.1 61.5 62.9 1.8

全体 358,537 356,639 356,296 -2,241 60.7 60.4 60.3 -0.4

人口（人） 人口密度（人/ha）

居住誘導区域（各地区）

○ H31時点で減少傾向にあった楠・武蔵ヶ丘地区及び上熊本地区は回復傾向。
○ 引き続き減少が目立つ地域(八景水谷・清水亀井地区、 ⾧嶺地区、 健軍地区)の特徴としては

高齢者人口の多さや、築年数の古い建物における空き家及び公営住宅の立地等がみられる。
○ 令和3年度には、これらの地域等を対象とし、用途地域の緩和を実施。

１.評価指標等に関する現状について
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⑴居住誘導に関する評価指標の現状⑴居住誘導に関する評価指標の現状

⇒減少地区等のモニタリングを行うとともに、都市計画制度や住宅政策等と連携した施策の
検討・展開を図る。

【参考】各地域拠点におけるH27、H31及びR3の人口比較（10/1時点住基台帳より）



H27 (参考)H28 (参考)H29 (参考)H30 (参考)R1 (参考)R2 (参考)R3 R5
目
標
値

ー ー ー ー ー ー 16
実
績
値

12 13 13 13 13 13
R5年評価時に
算出予定

　基準年 　調査・分析及び評価年

都市機能誘導区域内に誘導
施設が充足している区域の数
　　　（単位:地区）

基
準
値

13

○ 誘導施設の充足地区数については横ばいの状況（13地区/16地区）。
未充足地区）北部地区（商業機能）、刈草地区（医療機能）、富合地区（商業・医療機能）

都市機能誘導区域名 商業機能 金融機能 

医療機能 

内科 
外科 

整形外科 
小児科 歯科 

植木地区 ● ● ● ● ● ● 

北部地区 ◆ ● ● ● ● ● 

楠・武蔵ヶ丘地区 ● ● ● ● ● ● 

八景水谷・清水亀井地区 ● ● ● ● ● ● 

子飼地区 ● ● ● ● ● ● 

長嶺地区 ● ● ● ● ● ● 

水前寺・九品寺地区 ● ● ● ● ● ● 

健軍地区 ● ● ● ● ● ● 

平成・南熊本地区 ● ● ● ● ● ● 

刈草地区 ● ● ● ◆ ● ● 

富合地区 ◆ ● ● ○ ◆ ○ 

城南地区 ● ● ● ● ● ● 

川尻地区 ● ● ● ● ● ● 

城山地区 ● ● ● ● ○ ● 

上熊本地区 ● ● ● ● ● ● 

１.評価指標等に関する現状について
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●:誘導施設あり
◆:誘導施設なし
〇:補完施設あり

⑵都市機能誘導に関する評価指標の現状⑵都市機能誘導に関する評価指標の現状

指標② 都市機能誘導区域内に誘導施設が充足している区域数



H27 R3 増減 H27 R3 増減 H27 R3 増減 H27 R3 増減
1 植木地区 5 5 0 3 3 0 14 14 0 22 22 0

2 北部地区 0 0 0 2 2 0 7 7 0 9 9 0

3 楠・武蔵ヶ丘地区 4 5 1 7 6 -1 28 30 2 39 41 2

4 八景水谷・清水亀井地区 5 6 1 6 4 -2 21 22 1 32 32 0

5 子飼地区 2 2 0 8 6 -2 30 30 0 40 38 -2

6 ⾧嶺地区 6 7 1 4 4 0 22 23 1 32 34 2

7 水前寺・九品寺地区 8 9 1 15 15 0 42 47 5 65 71 6

8 健軍地区 2 3 1 7 7 0 22 22 0 31 32 1

9 平成・南熊本地区 7 9 2 9 9 0 42 43 1 58 61 3

10 刈草地区 2 2 0 2 2 0 5 5 0 9 9 0

11 富合地区 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0

12 城南地区 1 1 0 2 2 0 6 6 0 9 9 0

13 川尻地区 6 7 1 4 4 0 10 10 0 20 21 1

14 城山地区 1 1 0 1 1 0 2 2 0 4 4 0

15 上熊本地区 3 4 1 9 9 0 18 21 3 30 34 4

16 中心市街地 4 7 3 47 47 0 94 92 -2 145 146 1

合計 56 68 12 127 122 -5 364 375 11 547 565 18

誘導施設すべて(合計)誘導区域名 医療施設金融施設商業施設

誘導施設数

○ 全体的に都市機能誘導区域における誘導施設数は増加傾向だが、誘導施設
未充足の北部、刈草、富合地区においては増減なし。

１.評価指標等に関する現状について
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⑵都市機能誘導に関する評価指標の現状⑵都市機能誘導に関する評価指標の現状

⇒都市基盤整備や区画整理などの推進を図りながら、地域資源や特性を活か
した拠点性向上に向けた検討を進める。

【参考】各地域拠点におけるH27とR3時点での各誘導施設数



H27 (参考)H28 (参考)H29 (参考)H30 (参考)R1 (参考)R2 (参考)R3 R5
目
標
値

ー ー ー ー ー ー 44
実
績
値

39.1 40.6 41.2 42.3 32.1 29.4
※R5年評価時に
算出予定

　基準年 　調査・分析及び評価年

③地域活動(自治会等の活動、
ボランティア・NPOの活動など)に
参加した市民の割合
　　　（単位:％）

基
準
値

27.3

⑶地域コミュニティの維持活性化に関する評価指標の現状⑶地域コミュニティの維持活性化に関する評価指標の現状
○ 令和元年度までは着実に上昇していたものの、新型コロナウイルス感染症拡大の影響

もあり、令和2年度から、地域活動に参加した市民の割合は減少傾向。
⇒デジタルを活用した暮らしやすいまちづくりの推進等、新たな生活様式を踏まえた地域

活動方策の検討が重要。
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指標③ 地域活動に参加した市民の割合

※速報値

１.評価指標等に関する現状について



H27
（H26実績）

(参考)H28
（H27実績）

(参考)H29
（H28実績）

(参考)H30
（H29実績）

(参考)H31
（H30実績）

(参考)R2
（R1実績）

(参考)R3
（R2実績）

R5
（R4実績）

目
標
値

- - - 55,302 - - 56,000
実
績
値

54,759 52,016 53,721 53,342 53,216 35,993
  R5評価時にR4
　実績により算出

　基準年 　調査・分析及び評価年

④公共交通機関の年間
  利用者数
　　　（単位:千人）

基
準
値

55,436

○ 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う外出回避などが影響し利用者数は減少。
○ バス輸送人員は従前に比べ、２割以上減少しているものの、運行本数(実車走行キロ)

は可能な限り社会に影響を及ぼさないよう平時と同等程度に維持。
⇒多核連携都市の基幹となる公共交通ネットワークの充実に向け 「熊本市公共交通

協議会」にて議論を行いながら「熊本地域公共交通計画」に基づく取組を推進。

１.評価指標等に関する現状について
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⑷公共交通ネットワークの充実に関する評価指標の現状⑷公共交通ネットワークの充実に関する評価指標の現状

コロナウイルスの影響
により輸送人員が大幅減

指標④ 公共交通機関の年間利用者数



R1 (参考)R2 (参考)R3 R5
目
標
値

ー ー 100
実
績
値

92.7 94.8
※R5年評価時に
算出予定

目
標
値

ー ー 55.0
実
績
値

43.5 44.8
※R5年評価時に
算出予定

地域版ハザードマップの作成割合
　　　（単位:％）

基
準
値

42.4

　基準年 　調査・分析及び評価年

校区防災連絡会などの設立割合
　　　（単位:％）

基
準
値

92.7

○ 校区防災連絡会などの設立割合 及び 地域版ハザードマップ作成割合については、
着実に増加。
⇒関係部署と連携し、災害リスクの周知や機運醸成、さらには活動・作成の支援など

を通して、地域の災害対応力の強化を図る。

１.評価指標等に関する現状について
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⑸防災視点の強化に関する評価指標の現状⑸防災視点の強化に関する評価指標の現状

※R4.2時点

※R4.2時点

指標⑤ 校区防災連絡会などの設立割合・地域版ハザードマップの作成割合



(参考)R2 (参考)R3 R11
目標値 ー ー 100
実績値 11 17 該当年時に算出

(参考)R2 (参考)R3
目標値 ー 100
実績値 71.3 79.8

(参考)R2 (参考)R3 R7
目標値 ー - 50
実績値 24.5 70.3 該当年時に算出

(参考)R2 (参考)R3 R5
目標値 ー - 100
実績値 81.3 81.2 該当年時に算出

(参考)R1末 (参考)R2末 R5
目標値 ー - 80.5
実績値 78 79.6 該当年時に算出

(参考)R1末 (参考)R2末 R5
目標値 ー - 42.5
実績値 38.6 39.4 該当年時に算出

耐震適合性を有する基幹管路（上水道）
（単位:％）

耐震化済み下水道管渠
（単位:％）

指定避難所の認知度
（単位:％）

中心市街地の建築物の建替数
（単位:件）※3階以上、非住居

要配慮者利用施設における避難確保計画
の作成率（単位:％）

自宅周辺浸水リスクの認知度
（単位:％）

○ 防災指針においては取組の計画的な進捗を図るため整備（取組）目標を設定。
○ 浸水リスクの認知度に関しては大幅に増加。（24.5％→70.3％）

１.評価指標等に関する現状について
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【参考】防災指針における整備（取組）目標【参考】防災指針における整備（取組）目標

【参考】防災指針で設定した整備(取組)目標

※R3.10時点

※R4.3末の値

※R3.9時点

※速報値

※速報値

⇒引き続き災害リスクや課題の共有を図りつつ、民間建築物の防災機能強化や、
ハード・ソフト両面での取組を促進。



２．地域拠点の拠点性維持・拡充に
関する進捗状況について
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２.地域拠点の拠点性維持・拡充に関する進捗状況について
(１)令和２年度の取組と令和3年度の取組方針(１)令和２年度の取組と令和3年度の取組方針

①地域別カルテの作成（R2年度）

②施策の推進に向けた地域の理解促進、合意形成

③合意形成後、適時、新たな施策等について立地適
正化計画に反映

①地域の課題や意見等の聞き取りを行い、地域住民や
地域団体、企業からの課題を、地域カルテに反映させる

令和3年度の取組方針

②地域住民や庁内及び区役所、まちづくりセンターに向け、
立地適正化計画の周知を図ることにより、地域拠点の
拠点性維持や拡充についての理解を促す。

拠点の特徴、方針、現状の問題点や課題

拠点の特性に
対する施策

▲第２回 多核連携都市推進協議会（令和２年１１月２４日）資料

〇地域別カルテ（拡大版は参考資料②として添付）〇地域別カルテ（拡大版は参考資料②として添付）

③都市機能及び人口密度を維持確保するために地域主
体で行っている活動支援をまちセンと連携して行う。

1.基本情報 2.都市機能・居住誘導区域としての基本機能の評価

3.拠点づくりの方向性に対する評価 4.施策の方向性

① １５箇所の地域拠点において、以下の項目について調査（特性の把握）を行う。
◆ 調査項目
・都市機能（商業、医療、金融）、居住、低未利用地、交通、観光、地域資源など、既存の基礎データを整理。
・ＧＩＳデータを活用し、災害ハザードの把握を行い、防災機能を整理。
・エリアマネジメント組織の動向について調査を行い、地域の機運を確認。（地域共生社会の実現に向けた動きなど）

② 上記調査結果を踏まえ、各地域の特性に応じた、
(1)課題の分析
(2)まちづくりの方向性の整理
(3)整備、支援スキームの検討 などを実施。

〇地域の特性を踏まえた整備・支援スキームの検討

地域別カルテの作成地域別カルテの作成
第１回 都市機能集積・居住誘導部会資料（令和２年８月２７日）
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２.地域拠点の拠点性維持・拡充に関する進捗状況について
(２)令和3年度の取組について(２)令和3年度の取組について

〇立地適正化計画の周知及び地域の課題や意見等の聞き取り

16

・地域住民
実施対象:地域拠点の校区自治協議会１２地域拠点、１６協議会（全体１５地域拠点、２１協議会）
主な意見:地域が良くなることであるから賛成、将来の話よりも現状の課題をどうにかして欲しい 等

・地域団体及び企業
実施対象:60団体 関係者約100名
主な意見:活動するにあたって広報の仕方がわからない、活動資金の不足、若い世代の参加が少ない 等

・学術機関
実施対象:熊本大学、熊本県立大学、熊本学園大学、崇城大学、東海大学 15名の学識者
主な意見:立地適正化計画の全体図は中心市街地ありきではないか、拠点の住民は納得できないのでは 等

・各区役所、まちづくりセンター
実地対象:区⾧を含め区民部の所属⾧、まちづくりセンター主幹、主査
主な意見: 拠点以外の地域に対してはどう説明するか、具体的な施策はあるか 等

▲地域カルテイメージ

地域の声を地域カルテ
に反映中



▲熊本西高校 ▲ルーテル学院高校 ▲濟々黌高校

２.地域拠点の拠点性維持・拡充に関する進捗状況について

〇まちづくりへの機運醸成（次世代の担い手の育成）
・将来的なまちづくりの担い手育成を目的として、地域課題の解決を学生と検討。
・地域との協働による、地域活動の活性化にもつながる。

17

(２)令和3年度の取組について(２)令和3年度の取組について

▲地域主体で行われている課題解決のためのワークショップにおいて熊本市のまちづくりについて発表

・地域住民の地域活動への参加、コミュニティ結束促進により、地域の魅力創出による人口流出の抑制や密度の
増加を図る。 ← 都市機能及び人口密度の維持・確保に寄与

▲まちづくりセンターと連携した
商店街活性化イベントのPR支援

〇まちづくりへの機運醸成（地域自らが主体となって行う活動を支援）



２.地域拠点の拠点性維持・拡充に関する進捗状況について
(２)令和3年度の取組について(２)令和3年度の取組について
〇その他の取組（交通政策課）

▲AIデマンドタクシー実証実験
＠健軍ピアクレス

▲植木バス停周辺P&R、C&R社会実験予定
＠植木

▲MaaS勉強会
＠くまもと県民交流館パレア

交通施策との連携
・公共交通ネットワークの充実を図る

〇その他の取組（都市デザイン課）

▲ライトスケープキャラバン
＠白川夜市

▲ライトスケープキャラバン
＠水前寺成趣園参道・藻器堀川

▲ライトスケープキャラバン
＠川尻 浄行寺

ライトスケープキャラバン
・地域住民のまちづくりに対する機運を醸成し、地域活動への参加、協力を促進。

18



市街地整備課 等
・持続的なまちづくりを目指し、地域住民＋産官学金
を繋ぐため、各関係課や地元との連携を図る。

urban direction（ｱｰﾊﾞﾝﾃﾞｨﾚｸｼｮﾝ）

・子飼商店街の活性化を軸として地域課題に取り
組み、地域住民、事業者、行政、学校、金融の
まとめ役として事業を展開。
R4.2に地域課題に取り組む団体として法人化

商店街組合
①子飼商店街振興組合（マルショク以東）
②子飼繁栄会商店街振興組合（マルショク以西）

※キーパーソン

熊本大学（くまじゅく）
・建築を学ぶ学生団体。プロダクトデザインを通して大学/商業/学生を繋ぎ、
地域を活性化させる結節点を創造する活動を実施。

濟々黌高校
・「プラごみ問題の解決」をテーマに研究を行い、学内で排出されるペットボトル
を原料としたサスティナブルバッグを制作。同時に子飼商店街と連携し、サス
ティナブルバッグを提示することで特典が得られる仕組みから子飼商店街の
活性化を目指す。

ルーテル学院、九州学院
・一般社団法人 みらいず設計LAB指導のもと、子飼商店街の活性化のため
空き店舗を使用した寺子屋やイベントの企画提案を実施。

肥後銀行 子飼橋支店、北熊本支店
・urban directionや子飼商店街と連携し、地域
住民＋産官学民が協議を行う際の場を提供。

黒髪、碩台校区 自治会 等
・子飼商店街のイベントを通して住民同士の
コミュニティの結束を図る。

２．相関図

１．地区における関係者と役割

２.地域拠点の拠点性維持・拡充に関する進捗状況について
(２)令和3年度の取組について(子飼地区)(２)令和3年度の取組について(子飼地区)

行政

民間団体

金融

地域住民

学術機関
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支援相談 助成・補助

調査・研究等依頼

ニーズ
聴き取り

要望
相談

調査・研究等
情報提供

情報
共有

支援・融資
等相談

ｱｲﾃﾞｱ供給

ｱｲﾃﾞｱ相談
協力依頼

情報
共有

提案・
融資 融資等

相談

金融

学術機関

地域住民
民間団体

行政

情報
共有

業務支援・融資



３．子飼地区キーパーソンの取組内容

▲空き店舗を活用した
プロジェクションマッピング ▲子飼100円笑店街(上)

子飼商店街 日夜祭（下）

▲ライトスケープキャラバン

▲子飼商店街 シャッターアート ▲空き店舗を利活用した寺子屋
▲自転車の通過交通抑制とベンチの

組み合わせ ▲子飼商店街 地域振興組合

２.地域拠点の拠点性維持・拡充に関する進捗状況について
(２)令和3年度の取組について(子飼地区)(２)令和3年度の取組について(子飼地区)

・子飼地区のキーパーソン(urban direction)が中心となり、以下の様々な活動を実施。

▲地域課題解決に向けたワークショップ

20



〇拠点によって、地域自らが主体となって、まちづくりを行ってはいるものの、自主
自立のまちづくりに取り組むための場づくりが不足していたり、まちづくりの活動
自体が不足している拠点があるといった差がある。

〇新型コロナウイルスの影響により、地域活動が制限されたこともあり、地域の声
の聞き取りが十分に行えていない。

２.地域拠点の拠点性維持・拡充に関する進捗状況について

（３）令和３年度の取組から見えた現状（３）令和３年度の取組から見えた現状

21

（４）令和４年度の方針（４）令和４年度の方針

場づくりが不足している地域に対しては

〇持続可能なまちづくりを目指し、ワークショップを通して、地域主体で課題を解
決する場づくり（地域住民＋産官学金）を行う。

〇その中で、各地域拠点において、令和３年度の取組から見えた課題解決や都
市機能の維持・確保に向けた施策検討を行う。

まちづくりの活動や地域の聞き取りが不足している地域に対しては

〇行政からのアプローチを引き続き行っていく。



【地域、市】
・立地適正化計画の周知
・地域課題の聞き取り
・地域活動の支援
・地域内の課題の共有

多
核
連
携
都
市
の
実
現

①機運醸成

【地域、市】
・地域の将来像を検討
・新規支援制度の構築
例:拠点に住居を構える際の

助成等

【地域】
・事業着手（民間資本）
【市】
・事業への補助（補助金）
・事業着手（各部局対応）

【地域】
・運営、日常管理
【市】
・活動費の支援（助成金）
・公共施設の改修等

②構想

③事業化
④維持

R３年度 R７年度

都市マスタープラン・立地適正化計画期間 ※多核連携都市の実現には⾧期的なスパンを
要すため、計画期間を超えた取り組み実施。

R2年度～R7年度
【取組内容】
①機運醸成:地域住民に対しまちづくりへの興味・関心を喚起する取組の実施。
②構想 :『地域住民＋産・学・官・金』連携のための適切な役割分担と連携を

推進するため、地域の将来像とその実現に向けたまちづくりの方針を
はじめとする様々な取組を共有する場づくりを行う。
※R7年度以降も機運醸成等は地域拠点の進捗具合により継続予定。

中・⾧期（２０～30年後）
【取組内容】
④維持:地域のまちづくり団体の支援。

公共施設の改修等。

<機運醸成、構想:ソフト>

<施策検討・事業化:ハード>
R4年度～
【取組内容】
③事業化:持続的なまちづくりを目指すために、地域主体による課題整理や解決のための事業者への窓口となる団体を地域で設立

し、地域の発展に還元する仕組みを事業化できるように支援していく。

<事業化、維持>

２.地域拠点の拠点性維持・拡充に関する進捗状況について
（５）今後のスケジュール（案）（５）今後のスケジュール（案）
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・R３年度は全ての拠点において、①機運醸成を図り、R４年度から一部の拠点において②構想
について検討を行う。

R４年度



３．その他
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３.その他

目標年

⇒適宜計画を改定
（新たな施策盛り込み等）

計画目標年
（R7）

計画
見直し等

「多核連携都市」
の実現

評価年
評価指標に基づく

調査・分析及び評価 等
R5 目標値H31 目標値

計画策定
（H28）

24

○ 庁内での立地適正化計画の浸透 及び 市民への周知はもとより、地域拠点
の拠点性・維持拡充に関する検討や、関係部局と連携した災害リスクの共有
を図りつつ、各種施策の展開 及び 進捗管理を実施。

○ 令和5年度（評価年）には、改めて調査、分析及び評価を実施し、
計画の改定などを実施予定。

⇒本協議会も継続的に開催し、状況報告及び協議・調整予定。

今後のスケジュール 等今後のスケジュール 等

⇒同時期に見直しを行う都市
計画マスタープラン等との
整合を図り見直し
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【参考①】立地適正化計画を推進する取組

【参考②】各地域拠点における取組及びカルテ

（1）居住誘導に関する主な取組 ・・・P27～P30
（2）都市機能誘導に関する主な取組 ・・・P31～P33
（3）地域コミュニティの維持活性化に関する主な取組 ・・・P34～P36
（4）公共交通ネットワークの充実に関する主な取組 ・・・P37～P44
（5）防災視点の強化に関する主な取組 ・・・P45～P47

（1）地域拠点における取組 ・・・P49～P55
（2）地域カルテ ・・・P56～P70



【参考①】立地適正化計画を推進する取組
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① 定住・移住者への財政支援

・採択件数38件中31件(約82％)が居住誘導区域内（R.3.12時点）。

熊本市

住宅金融
支援機構

中古住宅購入補助

住宅ローン
金利引き下げ

協定

購入
移住就業施策

移住支援金（東京圏）県外からの移住者

➤空き家の発生抑制
➤定住人口の増加

最大50万円

最大100万円

約38万円※

【参考①】立地適正化計画を推進する取組
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（1）居住誘導に関する主な取組（1）居住誘導に関する主な取組

・現在、県外からの移住者に加え、市内間での移住に対する拡充を検討。

・居住誘導区域内の空き家等を活用した、県外からの定住・移住者に対する中古住宅
購入額支援を令和2年7月から実施。



② 空き家バンクの公開
・居住誘導区域も含め、空き家の流通促進を図るため、「熊本市空き家バンク」にて
物件を公開。3月時点で8件掲載、4件成約済。

【参考①】立地適正化計画を推進する取組
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（1）居住誘導に関する主な取組（1）居住誘導に関する主な取組

・今年度は制度の認知拡大に向け、市政広報番組やSNSなどにより周知を展開中。

▲市政だよりでの周知 ▲空き家の利活用事例



【参考①】立地適正化計画を推進する取組
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（1）居住誘導に関する主な取組（1）居住誘導に関する主な取組
③ 金融機関と連携した金利優遇

・金融機関と連携し、多核連携都市の実現に資する制度と金融商品とのタイアップに
ついて検討

【制度活用イメージ】 ※現在検討中

・既存制度活用の有無や居住誘導区域の内外と連動した住宅ローン金利優遇を想定。



④ 建蔽率の緩和（都市計画制度等の活用）
・居住誘導区域内の第1種低層住居専用地域の建蔽率を緩和（40%⇒50％）し、

建築物の平屋への建替やバリアフリー設備の増築を容易にし、居住を促進。

【参考①】立地適正化計画を推進する取組
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（1）居住誘導に関する主な取組（1）居住誘導に関する主な取組

⇒ 住宅地としての環境を維持しつつ、近年の建築動向に応じた建替等が可能。
⇒ 外壁後退や日影規制等その他制限については維持。

建蔽率に余裕のない既
存建築物

10％緩和

建ぺい率「40％」 建蔽率「50％」

平屋への建替

エレベーター設備や1F居室の増築

・今後、建築状況のモニタリングを行い、状況に応じ都市計画制度の活用等検討予定。

※令和3年11月に都市計画変更済。



① まちなか再生プロジェクトの拡充
・令和2年度より実施している「まちなか再生プロジェクト」について、今年度から「ビルの換気」、

「非接触」などの感染症対応設備の整備、また備蓄倉庫や止水板の整備など防災機能
の向上に関しても支援可能となるよう拡充。

【参考①】立地適正化計画を推進する取組
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（2）都市機能誘導に関する主な取組（2）都市機能誘導に関する主な取組



② 用途地域の緩和（都市計画制度等の活用）
・都市機能誘導区域内の幹線道路沿線における専用住居系の用途地域を第1種住居地域
に引上げ、当該区域内における誘導施設の更なる立地を促進。

【参考①】立地適正化計画を推進する取組
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（2）都市機能誘導に関する主な取組（2）都市機能誘導に関する主な取組

【変更による主な建築制限（一部抜粋）】

▲事務所ビル(南区 第1種住居地域) ▲物販店舗(北区清水亀井 第1種住居地域)

【建築可能規模のイメージ】

用途 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域

住宅、共同住宅 制限なし ➡ 制限なし

店舗 1500㎡以下、2階以下 ➡ 3000㎡以下、階数制限なし

事務所 1500㎡以下、2階以下 ➡ 3000㎡以下、階数制限なし

ホテル旅館 不可 ➡ 3000㎡以下

パチンコ 不可 ➡ 不可

・今後、建築状況のモニタリングを行い、状況に応じ都市計画制度の活用等検討予定。
※令和3年11月に都市計画変更済。



【参考①】立地適正化計画を推進する取組
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（2）都市機能誘導に関する主な取組（2）都市機能誘導に関する主な取組
③ 光のマスタープランの策定

・夜間景観の理念や方針を明らかにすることで、官民問わず、市民一人ひとりが意識をもって
熊本ならではの魅力ある夜間景観を創出するため「光のマスタープラン」を策定(R3.3)。

・中心市街地や15の地域拠点の特徴や拠点間のつながりを表出させることで、コンパクトで
持続可能なまちを魅力的に写し出すとともに、ガイドライン等を示すことで地域拠点等の
魅力創出を図る。

コンセプト

ー 水と緑・暮らしを彩る多核連携都市 ー

街並みの情感、質感が洗練され、
熊本市の顔(目鼻立ち)がより魅力的に伝わるまち3つの大切な光があらゆる場所で紡ぎあうことで、

中心市街地や地域拠点等の個々の特性を引き立たせる

目指す将来像

33



【参考①】立地適正化計画を推進する取組
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（3）地域コミュニティの維持活性化に関する主な取組（3）地域コミュニティの維持活性化に関する主な取組

平成29年4月～
◆ まちづくりセンター17箇所の設置
◆ 地域担当職員55人の配置(R4.3現在)

寄せられた地域課題（ニーズ）⇒4年間(H29～R2)で5,084 件
うち、4,479件(約88.1％)が解決済。

長年、対応できていなかった困難な課題も解決
⇒ 市民満足度の向上

・地域コミュニティの維持活性化に資する取り組みとして、まちづくりセンターを設置。
・H29～R2で約88％の地域課題を解決するなど、大きな効果を生んでいる。

▲ごみ屋敷の清掃活動の実施▲地域における防災活動の実施

88.1％

11.9％

① まちづくりセンターへの地域担当職員・相談窓口の設置



② 電子回覧板の導入
・コロナ禍の中でも、地域活動を継続する取り組みの一つとして北区における複数のまちづくり
センター（植木、龍田など）で市公式ホームページ内に 「電子回覧板」を導入。

【参考①】立地適正化計画を推進する取組
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（3）地域コミュニティの維持活性化に関する主な取組（3）地域コミュニティの維持活性化に関する主な取組

▲電子回覧板(市ホームページ内)

▲電子回覧板案内パンフレット



③ 地域団体等のコミュニティづくり活動への支援
・デジタルを活用した暮らしやすいまちづくりのため、中央区に「くまもとデジタルサポートセンター」を設置。
・また、地域活動の機運を醸成するための取り組みを各区により実施。

【参考①】立地適正化計画を推進する取組
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（3）地域コミュニティの維持活性化に関する主な取組（3）地域コミュニティの維持活性化に関する主な取組

▲くまもとデジタルサポートセンター

各区におけるまちづくりの取り組み(一部抜粋)

◆ まちづくり懇話会の開催

◆ 定年退職前後の方に地域活動に参加する
きっかけとなる講演会を開催(中央区)

◆ 地域を元気にする講演会の開催(東区)

◆ 企業や大学等と地域が連携したまちづくり
(西区)

◆ まちづくり・防災フォーラムの開催(南区)

◆ 文化的施設等を活用し地域が交流できる場
を提供する「居場所づくりプロジェクト」(北区)

など



① 公共車両等の走行環境の改善（基幹公共交通の機能強化）

【参考①】立地適正化計画を推進する取組
（4）公共交通ネットワークの充実に関する主な取組（4）公共交通ネットワークの充実に関する主な取組

・産業道路において、無電柱化事業と併せ、中心部に向かう方面にバスレーン追加設置の
可能性を検討。

◆無電柱化事業に併せ、中心部に向かう方面にバスレーン設置

整備前 整備後

【産業道路の改良イメージ】

バスの移動時間 最大約２０分短縮 （４７分→３０分）
※東バイパス ～ 桜町バスターミナル

バスの走行速度 約４倍 （６ｋｍ/ｈ→２４ｋｍ/ｈ）
37



② 市電折り返し運行の導入（基幹公共交通の機能強化）

【参考①】立地適正化計画を推進する取組
（4）公共交通ネットワークの充実に関する主な取組（4）公共交通ネットワークの充実に関する主な取組

・平日朝ラッシュ時の輸送需要に応じて、神水交差点や新水前寺駅前電停での折返し便を新設
・令和3年11月に約1ヶ月間試験的に運行を行い、効果検証を実施
・混雑緩和や待ち時間短縮の効果が確認でき、かつ利用者ニーズも高いことから、試験運行中に確認できた

運行面やダイヤ（便数）の課題を一部改善し、令和4年４月から本格導入を行う予定

・朝ラッシュ時の新水前寺駅前電停で、次の電車を待つ利用
者が、１便平均 約８人⇒約３人へ改善（▲５人：▲６０％）

・ＪＲ到着直後の便においては、１便平均

約１１人⇒約１人 へ改善（▲１０人：▲９０％）

実施前（8時頃）

・最混雑区間（新水前寺駅前電停～味噌天神前）の
乗車率が１５％改善（１１３％⇒９８％）し、全ての区
間で１００％以下へ低下

区 間 運行本数 乗車率

新水前寺駅前電停～
味噌天神前電停

19本 ⇒ 22本 113％ ⇒ 98％（▲15％）

河原町電停～慶徳校前電停 9本 ⇒ 10本 105％ ⇒ 95％（▲10％）

【朝ラッシュ時（7:30～8:29）における区間別運行本数及び乗車率の変化】

【効果①】混雑緩和（乗車率の改善） 【効果②】待ち時間の短縮

実施後（8時頃）

【効果③】利用者満足度の向上（利用者アンケートより）

・朝ラッシュ時に新水前寺駅前電停を利用している人の約８割が市電を利用しやすくなったと回答

・全体でも約５割が市電を利用しやすくなったと回答
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【参考①】立地適正化計画を推進する取組
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（4）公共交通ネットワークの充実に関する主な取組（4）公共交通ネットワークの充実に関する主な取組

間隔

均一

③ まちなかループバスの導入（バス路線網の再編）
・熊本駅、桜町バスターミナル、通町筋のバス停をノンストップで結ぶ「まちなかループバス」を
今年度４月から社会実験方式で運行。

・学生割引キャンペーン、24時間制モバイル乗車の導入等を実施。



④ 共同経営を中心とした持続可能なバス路線網の構築（バス路線網の再編）

【参考①】立地適正化計画を推進する取組
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（4）公共交通ネットワークの充実に関する主な取組（4）公共交通ネットワークの充実に関する主な取組

１月 共同経営型の事業形態への移行を確認
４月 共同経営準備室を設置
４月 共同経営計画に基づくサービススタート（全国初！）２０２１年

・今年度より、バス会社（5社）の共同経営によるサービスが開始。
・バス路線の統一化や、共通定期の導入などのサービスを予定。

２０２０年



【参考①】立地適正化計画を推進する取組
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（4）公共交通ネットワークの充実に関する主な取組（4）公共交通ネットワークの充実に関する主な取組
⑤ AIを活用したデマンド型タクシーの導入
・既存公共交通との連携による利便性の向上や高齢者の移動手段など、今後の新たなコミュニティ交
通としてAIデマンドタクシーの可能性を検討。

・令和3年度は、健軍地区周辺において産学官による実証実験を実施し、認知度向上を図るとともに、
相乗りの許容度、アプリの使いやすさなどについて検証。

・令和4年度は、実証実験の課題や国の相乗り制度解禁の内容を踏まえ、市街地部・郊外部の２つ
のエリアで実証実験を行い、地域特性に応じたコミュニティ交通の仕組みを検証。

期間 合計（うち相乗発生）

R3.10/11～11/22 平日のみ 約480件（約40件）

▲健軍地区におけるデマンドタクシーのイメージ ▲AIデマンドタクシー（相乗りタクシー）

実証実験の利用者数



【参考①】立地適正化計画を推進する取組
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（4）公共交通ネットワークの充実に関する主な取組（4）公共交通ネットワークの充実に関する主な取組

公共交通空白地域・不便地域の状況

コミュニティ交通利用者の声
・便利がよく、移動にかかるお金が少なくなったので非常に助かる。
・最初は予約するのに戸惑ったけれど、もう慣れた。
・高齢化が進んで住民たちが車の運転が難しくなった時を考え、
地区で導入を決めた。

・外出先での滞在時間が決まらず、帰りの便の予約がしづらい。

（令和3年8月時点）

公共交通空白地域等と
コミュニティ交通の導入状況

⑥ コミュニティ交通の導入
・地域コミュニティ交通の導入により、公共交通空白地帯に対応。
・令和3年8月には南区の一部※のバス路線廃止に伴い、予約型乗合タクシーを導入。

※川口町の一部

【凡例】
空白地域への導入路線

不便地域への導入路線

条例制定前から導入の
デマンド型乗合タクシー

公共交通不便地域

公共交通空白地域

対象路線数 18路線 1路線



⑦バス待ち処・バスロケーションシステムの拡充（公共交通の利用促進）

【参考①】立地適正化計画を推進する取組
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（4）公共交通ネットワークの充実に関する主な取組（4）公共交通ネットワークの充実に関する主な取組

・バス停付近の商業施設と連携した「バス待ち処」を拡充し現在58店舗を供用。
・バスロケーションシステムが供用され、今年度はﾊﾞｽ停80m以内の商業施設等との連携拡充を検討。
※新型コロナウイルスの感染拡大状況を踏まえ準備中

・バスロケーションシステムのデータを活用して、バスダイヤを改善。

▲【バスロケーションシステムのイメージ】 ▲【バスまちのイメージ】

提供内容
○ｲｰﾄｲﾝｽﾍﾟｰｽ、ﾍﾞﾝﾁ
○ﾊﾞｽ時刻表
○ﾄｲﾚ など

同じｽﾃｯｶｰ
を掲示



⑧ 電停のバリアフリー化（公共交通の利用促進）

【参考①】立地適正化計画を推進する取組
（4）公共交通ネットワークの充実に関する主な取組（4）公共交通ネットワークの充実に関する主な取組

・電停改良計画に基づく改良事業により、令和2～3年度は辛島町・通町筋・動植物
園入口電停の改良を実施。

【辛島町電停の改良】

・令和4年度には商業高校前駅電停の改良を実施予定。

▲改良前 ▲改良後（緑化については現在実施中）
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【参考①】立地適正化計画を推進する取組
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（5）防災視点の強化に関する主な取組（5）防災視点の強化に関する主な取組
①避難所周辺の環境改善
・基本避難所周辺道路が狭隘（4ｍ未満）である南部まちづくりセンターについて、周辺道路の
蓋掛け等による道路改良を実施。

・南部まちづくりセンター駐車場に備蓄倉庫を配置する等の対応を実施。
・現在、周辺の川尻校区自治会などによる地域版ハザードマップの見直し予定。

▲周辺道路の改良（前後の状況）

▲駐車場への備蓄倉庫配置 ▲地域版ハザードマップ更新
に関する説明の状況



【参考①】立地適正化計画を推進する取組
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（5）防災視点の強化に関する主な取組（5）防災視点の強化に関する主な取組
②避難所の耐震化
・「地域防災計画」や「市有建築物耐震対策基本方針(R3改定)」に基づき、耐震改修工事を
実施。（令和3年度:託麻まちセン（基本避難所）、植木文化センター（指定避難所））

・令和4年度は東部公民館(東部まちセン)及び防災拠点である北区役所の耐震改修工事を
実施予定。

▲植木文化センター（天井の改修）▲託麻まちづくりセンターの改修状況



【参考①】立地適正化計画を推進する取組
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（5）防災視点の強化に関する主な取組（5）防災視点の強化に関する主な取組
③浸水リスクの積極的周知
・熊本市ハザードマップのスマートフォン版を令和３年４月から本格運用、紙版については令和
３年３月に全戸配布。

・熊本市防災情報ポータルを更新し、避難所の混雑状況や避難ルートも閲覧可能に改良。
・当該システムの活用については、出水期前に本市広報誌及びマスメディアを活用して周知啓発。

▲出水期前に市政だより（6月号）で重点的に広報
▲熊本市ハザードマップについてスマート
フォンで簡単に確認できるように改良



48

【参考②】各地域拠点における取組及びカルテ



【参考②】各地域拠点における取組及びカルテ

〇植木地区
【地域カルテ】
・都市機能誘導区域内あたりの商業件数が多い。 都市機能は全て確保されている。

【立地適正化計画の周知や地域課題の聞き取り】
・新型コロナウイルスの影響により、立地適正化計画の周知及び地域課題の聞き取りが図れていない。

【地域コミュニティ活動】
・「植木町グルメ散策マップ」の作成、プレミアム商品券「がんばっ券」などの地域活性化に向けた活動を行っている植木町
商工会に対してヒアリングを実施する。

49

〇北部地区
【地域カルテ】
・地区内に大規模な商業施設がない。 ・平均地価が拠点中第１１位。 ・バス停が少ない。 ・バスの遅延が定常的。

【立地適正化計画の周知や地域課題の聞き取り】
北部まちセン
・北部出張所の機能縮小におけるサービス機能の低下が課題。

北部商工会
・用途地域の問題により、会社が発展するとほかの地域に流失してしまう。 ・「北部ワーカー」という言葉が生まれるほど、
地域密着型のサービス企業が多い。 ・フードパルの活用ができないか。 ・用途地域の見直しができないか。

肥後銀行 北部町支店
・地域住民は、教育環境や高齢者支援に関心がある。 ・大きな病院が欲しいという意見がある。

【地域コミュニティ活動】
・地域コミュニティ活動を行っている団体等の調査を行いヒアリングを実施する。

(1) 地域拠点における取組(植木地区、北部地区）(1) 地域拠点における取組(植木地区、北部地区）



【参考②】各地域拠点における取組及びカルテ

〇楠・武蔵ヶ丘地区
【地域カルテ】
・商店街の空き店舗は増加傾向。

【立地適正化計画の周知や地域課題の聞き取り】
校区自治協
・空き家からの樹木が隣地や公道に茂ったり、不法侵入の事例もあり、治安に影響を及ぼしている。 ・UR武蔵ヶ丘団地

の解体後には、高齢者向けの交流施設が欲しい。
楠中央繁栄会
・地元の夏祭りがコロナで中止になり、コミュニティによる繋がりが希薄となってきた。

民間事業者
・楠付近で子どもの数が少なくなってきていて、世帯数自体の減少が商店街の発展を妨げている。空き家の活用によって、
人口の流入を狙いたいのだが、所有者情報が個人情報によることから入手し難く、もどかしい。

【地域コミュニティ活動】
・地域コミュニティ活動を行っている団体等の調査を行いヒアリングを実施する。
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〇八景水谷・清水地区
【地域カルテ】
・狭隘道路が多く、バス路線が少ない。 ・熊本電鉄へのアクセス手段としてバスやコミュニティ交通との連携が必要。
・空き家件数が地域拠点中において比較的多く、地価が安い。

【立地適正化計画の周知や地域課題の聞き取り】
清水まちセン
・八景水谷公園や水の科学館といった既存の施設を活かしきれていない。

肥後銀行 堀川支店
・地価が低い、傾斜地が多い、道が狭いといったことからロードサイドビジネスが展開しにくい。 ・学校が地域の中心である
べきではないのか、土地は学校周辺から売れていき、地価も下落しない。

【地域コミュニティ活動】
・地域コミュニティ活動を行っている団体等の調査を行いヒアリングを実施する。

(1) 地域拠点における取組(楠・武蔵ヶ丘地区、八景水谷・清水亀井地区）(1) 地域拠点における取組(楠・武蔵ヶ丘地区、八景水谷・清水亀井地区）



【参考②】各地域拠点における取組及びカルテ

【地域カルテ】
・空き家、空き店舗が多い。 ・公共交通機関の遅延。 ・狭隘道路が多い。

【立地適正化計画の周知や地域課題の聞き取り】
校区自治協
・通学路の安全性の確保。 ・コロナによるコミュニティ活動の低下。

中央区まちセン
・家賃が高い。短期的な取り組みが多い。

民間事業者
・活動資金。 ・商店街の空き店舗オーナーの意識を変えることに苦慮している。

【地域コミュニティ活動】

▲地域課題解決に向
けたワークショップ

〇子飼地区

〇⾧嶺地区
【地域カルテ】
・公共施設の数が少ない。 ・幹線道路の交通量が多い。 ・地価が高い

【地域コミュニティ活動】
・地域コミュニティ活動を行っている団体等の調査を引き続き行いヒアリングを実施する。
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▲空き店舗を活用した
プロジェクションマッピング

▲ナイトスケープキャラバン

(1) 地域拠点における取組(子飼地区、⾧嶺地区）(1) 地域拠点における取組(子飼地区、⾧嶺地区）



【参考②】各地域拠点における取組及びカルテ

〇水前寺・九品寺地区
【地域カルテ】
・バス、鉄道共に利用されているが、乗り換え利便性の向上等において改善の余地がある。 空き家が地域拠点中
第３位と多い。

【立地適正化計画の周知や地域課題の聞き取り】
民間事業者
・白川沿いの「ちゃりんぽみち」が途中で途切れているため、一続きに繋げたい。 ・水前寺は、歴史がある土地のため、次
の世代にも和の文化を受け継いでいきたい。 ・健康な人が増えれば、医療にかかる税も減るので、携帯アプリを活用し、
ゲーム感覚で健康活動に取り組める仕組みが作れないか考えている。

【地域コミュニティ活動】

▲白川夜市 ▲こいあかり

〇健軍地区
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【地域カルテ】
・空き家の増加。 ・低未利用地の増加。 ・都市機能誘導区域内に訪問する人の滞在時間が短い

【立地適正化計画の周知や地域課題の聞き取り】
まちづくり団体
・商店街に活気がない。 ・商店街の空き店舗が増えてきている。 ・動植物園や江津湖といった周辺施設と連携が
取れていない。 ・道路使用許可、占用許可に時間と手間がかかる。

【地域コミュニティ活動】

▲健軍夜市 ▲健軍クリスマス ▲健軍交流会

(1) 地域拠点における取組(水前寺・九品寺地区、健軍地区）(1) 地域拠点における取組(水前寺・九品寺地区、健軍地区）



〇刈草地区

【参考②】各地域拠点における取組及びカルテ

〇平成・南熊本地区

▲フェアトレードファッションショー ▲フードテラス ▲スカイランタン
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【地域カルテ】
・医療施設を多数有している。 ・商業系の新築件数が拠点内で最も多い。 ・地価が高い。

【立地適正化計画の周知や地域課題の聞き取り】
校区自治協
・避難所が遠い。 ２０～３０年後に自分たちはもういない。 ・道路が狭い。

【地域コミュニティ活動】

【地域カルテ】
・外科、整形外科がない。 ・公共交通機関の遅延。 ・築３５年以上経過した公営住宅。

【立地適正化計画の周知や地域課題の聞き取り】
校区自治協
・ＪＲ沿線上の強みを活かしていない。 ・民生員の担い手がいない。 ・調整区域、農振区域の見直しが必要。
・総合病院がない。

民間事業者
・商興会として⾧期的なビジョン（SDGｓ）がない。 ・地域貢献をしたいのだが始め方がわからない。

【地域コミュニティ活動】

▲日吉校区夏祭り

(1) 地域拠点における取組(平成・南熊本地区、刈草地区）(1) 地域拠点における取組(平成・南熊本地区、刈草地区）



【参考②】各地域拠点における取組及びカルテ

〇富合地区
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【地域カルテ】
・商業、医療施設が不足している。 ・バスの運行本数が少ない。 ・自動車の利用率が拠点内で最も高い。

【立地適正化計画の周知や地域課題の聞き取り】
・区画整理事業を進めていく中で、立地適正化計画の周知や地域課題の聞き取りを行いたい。

【地域コミュニティ活動】
・地域コミュニティ活動を行っている団体等の調査を行いヒアリングを実施する。

〇城南地区
【地域カルテ】
・バスの運行本数が少ない。

【立地適正化計画の周知や地域課題の聞き取り】
・新型コロナウイルスの影響により、立地適正化計画の周知及び地域課題の聞き取りが図れていない。

【地域コミュニティ活動】
・TEAM城南ワンダホー 地域住民主体で活動

〇川尻地区
【地域カルテ】
・狭隘道路が多い。 ・バス停に対する利用者が少ない。 ・将来の高齢化率予測が高い。

【立地適正化計画の周知や地域課題の聞き取り】
校区自治協
・商店街の発展が、地域住民のメリットと感じる人は多くない。若手の地域自治、まちづくり参画の促進。
・民生員の成り手がいない。JRを高架化して欲しい。

民間事業者
・観光PRが課題。 ・川尻駅西側の土地を活用したい。 ・JR沿線上の強みを活かしていない。
【地域コミュニティ活動】
・一社川尻商店の立ち上げ、ライトスケープキャラバンの実施

(1)地域拠点における取組(富合地区、城南地区、川尻地区）(1)地域拠点における取組(富合地区、城南地区、川尻地区）



【参考②】各地域拠点における取組及びカルテ

〇城山地区

▲熊本みなとマラソン ▲城山地区におけるマッピングパーティ
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【地域カルテ】
・人口密度が低い。 ・拠点での滞在時間が少ない。 ・商業系用途地域の割合が低い。

【立地適正化計画の周知や地域課題の聞き取り】
西部まちづくりセンター
・都市機能の誘導のためには、調整区域、農振地域の張替えが必要。 ・公共交通が不便。 ・コミュニティ交通の融通

が利かない。
民間事業者
・産婦人科がない。 ・人工透析を行う医療施設がない。 ・都市機能誘導のためには県道２８号のロードサイドを強化
すべき。 ・サッカー場が欲しい。

【地域コミュニティ活動】

〇上熊本地区
【地域カルテ】
・空き家の件数が拠点内で最も多い。

【立地適正化計画の周知や地域課題の聞き取り】
校区自治協
・直近の課題に対応すべき、その中で将来的な課題に触れていきたい。 ・井芹中付近の遮断機をどうにかして欲しい。

商栄会青年部
・ゆうかファミリーロードを活かしていない。 ・合志市と電鉄を利用した連携を取るべき。

【地域コミュニティ活動】
・地域コミュニティ活動を行っている団体等の調査を行いヒアリングを実施する。

(1)地域拠点における取組(城山地区、上熊本地区）(1)地域拠点における取組(城山地区、上熊本地区）



【参考②】各地域拠点における取組及びカルテ
(2) 地域カルテ【植木】(2) 地域カルテ【植木】
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【参考②】各地域拠点における取組及びカルテ
(2) 地域カルテ【北部】(2) 地域カルテ【北部】
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【参考②】各地域拠点における取組及びカルテ
(2) 地域カルテ【楠・武蔵ヶ丘】(2) 地域カルテ【楠・武蔵ヶ丘】
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【参考②】各地域拠点における取組及びカルテ
(2) 地域カルテ【八景水谷・清水亀井】(2) 地域カルテ【八景水谷・清水亀井】
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【参考②】各地域拠点における取組及びカルテ
(2) 地域カルテ【子飼】(2) 地域カルテ【子飼】
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【参考②】各地域拠点における取組及びカルテ
(2) 地域カルテ【⾧嶺】(2) 地域カルテ【⾧嶺】
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【参考②】各地域拠点における取組及びカルテ
(2) 地域カルテ【水前寺・九品寺】(2) 地域カルテ【水前寺・九品寺】
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【参考②】各地域拠点における取組及びカルテ
(2) 地域カルテ【健軍】(2) 地域カルテ【健軍】
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【参考②】各地域拠点における取組及びカルテ
(2) 地域カルテ【平成・南熊本】(2) 地域カルテ【平成・南熊本】
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【参考②】各地域拠点における取組及びカルテ
(2) 地域カルテ【刈草】(2) 地域カルテ【刈草】
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【参考②】各地域拠点における取組及びカルテ
(2) 地域カルテ【富合】(2) 地域カルテ【富合】
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【参考②】各地域拠点における取組及びカルテ
(2) 地域カルテ【城南】(2) 地域カルテ【城南】
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【参考②】各地域拠点における取組及びカルテ
(2) 地域カルテ【川尻】(2) 地域カルテ【川尻】
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【参考②】各地域拠点における取組及びカルテ
(2) 地域カルテ【城山】(2) 地域カルテ【城山】
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【参考②】各地域拠点における取組及びカルテ
(2) 地域カルテ【上熊本】(2) 地域カルテ【上熊本】
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